
船舶事故等調査報告書 

平成２２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第７２号 

事故等名 乗揚 

発生日時 平成２１年２月７日 １２時５０分ごろ 

発生場所 島根県益田
ますだ

市持
もち

石
いし

海岸沖 魚待
うおまち

鼻
はな

灯台から真方位２２９°７.０海里付

近（概位 北緯３４°４０.７′ 東経１３１°４５.４′） 

事故等調査の経過 平成２１年３月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 哲
てつ

勝
しょう

丸、１.３トン 

ＳＮ３－１６５１７（漁船登録番号）、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

死傷者等 なし 

損傷 推進器翼及び推進器軸曲損等 

事故等の経過  本船は、船長が単独で乗り組み、船首約０.２ｍ、船尾約１.０ｍの喫水

で、ふぐ１本釣りのため、持石海岸沖に設置された人工リーフ（潜堤）付

近の釣場に錨泊後、間もなく風で船体が振れ回り、平成２１年２月７日１

２時５０分ごろ、同リーフに乗り揚げた。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、持石海岸沖の人工リーフ付近で錨泊し

て釣りを行った際、錨泊場所と人工リーフの距離

が十分でなかったため、船体が振れ回って人工リ

ーフに乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が持石海岸沖の人工リーフ付近で錨泊して釣りを行った

際、錨泊場所と人工リーフの距離が十分でなかったため、船体が振れ回っ

て人工リーフに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




